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津市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年１月１１日 

 

                      津市長 松 田 直 久        

 

津市規則第１号 

津市契約規則の一部を改正する規則 

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第６条に次の１項を加える。 

３ 競争入札に参加しようとする者は、三重県入札参加資格申請受付・審査共

同化運営連絡協議会（以下「協議会」という 。） への入札参加資格の申請を

もって、第１項の規定による入札参加資格審査申請書の提出に代えることが

できる。 

 第７条に次の１項を加える。 

６ 前条第３項の規定による協議会への入札参加資格の申請により津市競争入

札参加資格者名簿に登載された者は、登載内容に変更があったときは、協議

会への届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。 

   附 則 

この規則は、平成２０年１月１５日から施行する。 

  



津市告示第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平 

成１９年１２月２６日市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２０年１月７日 

  

                          津市長 松 田 直 久 

 

平成１９年１２月２６日議決を経た予算 

平成１９年度津市一般会計補正予算（第３号） 

平成１９年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第２号） 

平成１９年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市椋本財産区特別会計補正予算（第１号） 

平成１９年度津市一般会計補正予算（第４号） 

平成１９年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 



津市告示第２号 

下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。 

  平成２０年１月７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

０６８７７７２ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月１日 

０１０６６０３ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月１１日 

１１６７１７６ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月１６日 

１３１８２１７ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月１７日 

９１５０００６ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月１８日 

７１３９２０２ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月２１日 

１２８６８４４ 平成１９年１０月１日 平成１９年１２月２３日 

 

国民健康保険高齢受給者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

１１６７１７６ 平成１９年８月１日 平成１９年１２月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第３号 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号) 第２６０条の２第１１項の規定により、

平成５年一志町告示第２０号で認可した地縁による団体から告示された事項に係る

変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

平成２０年１月１０日 

                            津市長 松 田 直 久 

１ 届出者 

  高野区会 

  三重県津市一志町高野１１５３番地２ 

   代表者 田 中  竹 次 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

 変 更 前  中 西  宣 夫 

三重県津市一志町高野１３２８番地１ 

 

 

変 更 後 

 

田 中  竹 次 

三重県津市一志町高野１１５３番地２ 

 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、平成１９年１２月９日の臨時総会において新任さ

れたため。 



津市告示第４号 
 下記に係る自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標は無効であ

ることを告示する。 
  平成２０年１月１１日 
 
                      津市長 松 田 直 久 
 

記 
 

自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標 
許可証及び許可番号標 許可年月日 無効となった日 
三重 １３－２３ 津 平成１９年４月１１日 平成１９年４月２１日 
三重 １３－１７ 津 平成１９年６月２８日 平成１９年７月 ７日 

 



津市告示第５号 

三重県屋外広告物条例（昭和４１年条例第４５号）第１９条の２第１

項の規定により、下記のとおり広告物又は掲出物件を保管したので、同

条第２項の規定により告示する。 

平成２０年１月１１日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

１   保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量 

はり札等   ４５枚 

立看板等     １枚 

２  保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所 

大谷町ほか（主要幹線道路） 

３  広告物又は掲出物件を除去した日 

平成１９年１２月１０日から１８日まで 

４  保管した広告物又は掲出物件の返還に関する事項 

返還を希望する者は、次の申出先に申し出るものとする。 

（申出先） 

津市建設部道路維持課 

津市高茶屋小森上野町１１８５番地１ 津市相川建設作業事務所 

電話番号 ０５９－２３５－５６５５ 

 



津市公告第１号 

 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）関連津市特定環境保全公共下水道事業計

画を変更したいので、下水道法施行令第３条の規定により、次のとおり事業計

画の案を縦覧に供します。 

 なお、事業計画の案については縦覧期間満了の日までに、津市に意見書を提

出することができます。 

  平成２０年１月４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 下水道事業の種類及び名称 

  中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）関連 

  津市特定環境保全公共下水道事業 

２ 拡大区域（予定） 

  一志町井関の一部及び一志町虹ヶ丘 

３ 事業の期間 

  平成８年１１月６日から平成２３年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

   津市下水道部下水道管理課 

  津市一志町田尻５９３番地２ 

   津市一志総合支所産業建設課 

５ 縦覧期間 

  平成２０年１月４日(金)から平成２０年１月１７日(木)まで 

    (午前８時３０分から午後５時１５分まで) 

  ただし、土日・祝日除く 

 



津市公告第２号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項に基

づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公示します。 

  平成２０年１月４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 抑留日  平成１９年１２月２７日 

２ 抑留期間 平成２０年１月８日まで 

番号 捕獲した 

場所 

種類 

 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 

 

 

津市 

河芸町 

上野 

 

柴犬 茶 

 

 

メス 中 ９１日

以上 

負傷犬 

 

 

3 連絡先 津市環境部環境保全課 

         電話 ０５９－２２９－３２８２ 

      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 

         電話 ０５９－２２３－５１９２ 

 



津市公告第３号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。 

  平成２０年１月７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 抑留日  平成２０年１月 ４日 

２ 抑留期間 平成２０年１月１０日まで 

番号 捕 獲 し た

場所 

種類 

 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 

 

 

津市 

渋見町 

 

 

柴犬 茶 

 

 

オス 中 ９ １

日 以

上 

青色首輪 

黒 色 リ ー

ド 

 

 

3 連絡先 津市環境部環境保全課 

         電話 ０５９－２２９－３２８２ 

      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 

         電話 ０５９－２２３－５１９２ 

 



津市公告第４号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。 

  平成２０年１月９日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 抑留日  平成２０年１月 ７日 

２ 抑留期間 平成２０年１月１１日まで 

番号 捕 獲 し

た場所 

種類 

 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 

 

 

津市 

高茶屋 

小森町 

テリア系 うす茶 

 

 

オス 中 不明 水色の首輪

 

 

 

3 連絡先 津市環境部環境保全課 

         電話 ０５９－２２９－３２８２ 

      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 

         電話 ０５９－２２３－５１９２ 

 



津市公告第５号  

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定により、

津市久居野村地区土地区画整理事業の事業計画の変更の認可を受けたので、同

条第３項において準用する同法第９条第４項の規定により当該図書を縦覧に供

するため、同施行令第１条の２の規定により次のとおり公告します。 

  平成２０年１月９日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

１ 事業の名称 

  津市久居野村地区土地区画整理事業 

２ 変更の内容 

  事業の施行期間について「平成１８年８月１８日から平成１９年１２月３

１日まで」を「平成１８年８月１８日から平成２０年２月２９日まで」に変

更 

３ 変更認可の年月日 

  平成１９年１２月２５日 

４ 縦覧場所 

津市都市計画部都市計画課 

５ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 



津市公告第６号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り、津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告します。 

 なお、津市農用地利用集積計画を、次により縦覧に供します。 

  平成２０年１月１０日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

 津市農用地利用集積計画の縦覧場所 

  津市農林水産部農林水産課（津市役所庁舎６階） 



津市公告第７号 

 平成２０年度及び平成２１年度において、本市が発注する工事請負及び測

量・建設コンサルタント等業務委託並びに物件売買、業務委託及び物品賃貸に

係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者

に必要な資格及び入札参加資格審査申請書の提出時期、添付書類等について次

のとおり定めたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１６７条の５第２項（令第１６７条の１１第３項において準用する

場合を含む。）並びに津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第５条第２

項及び同規則第６条第２項の規定により公告します。 

  平成２０年１月１１日 

 

                         津市長 松 田 直 久 

 

１ 競争入札参加者の資格 

工事請負及び測量・建設コンサルタント等業務委託について三重県・市町

等による入札参加資格審査申請の共同受付を通じ本市の競争入札に参加し

ようとする者並びに物件売買、業務委託及び物品賃貸について競争入札に参

加しようとする者の資格は、次のとおりとする。 

⑴ 令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 本市の区域内に本店又は委任先となる支店若しくは営業所等を有する者

は、本市税について未納の徴収金（徴収猶予に係るものを除く。）がない

こと。また、法人税（個人にあっては申告所得税）並びに消費税及び地方

消費税について未納の徴収金（徴収猶予に係るものを除く。）がないこと。 

⑶ 手形交換所により取引停止処分を受けるなど経営状況が著しく不健全で

はないこと。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の

規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）をした者にあって

は、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は同法第２００条第１項の規

定による更生計画認可（同法附則第２条の規定によりなお従前の例による

こととされる更生事件に係るものを含む。）の決定を受けていること。 

⑸ 民事再生法(平成11年法律第２２５号)第２１条第1項又は第２項の規定

による再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第１７４条第１項



の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 

⑹ 工事請負にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第

１項に規定する許可及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審

査を、測量・建設コンサルタント等業務委託、物件売買、業務委託及び物

品賃貸にあっては、各業務に関し法令等の定めるところによる許認可、登

録などを受けていること。 

⑺ 業務に関係する法令、規則等に違反していないこと。 

⑻ その他市長が特に必要と認める要件を満たしていること。 

２ 申請書類 

  競争入札に参加するために必要な入札参加資格審査申請書及びその添付書

類は、次のとおりとする。 

⑴ 工事請負 

ア  共通添付書類送付票（建設工事用） 

イ  入札参加資格審査確認承諾書／申請書  

ウ  登記事項証明書又は身分証明書 

エ  納税証明書又は完納証明書 

オ  建設業許可証明書 

カ  営業所一覧表 

キ  経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

ク  印鑑（登録）証明書 

ケ  使用印鑑届 

コ  委任状兼使用印鑑届 

サ  ＩＳＯ14001 認証書又はＩＳＯ9000s 認証書 

シ  建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

⑵ 測量・建設コンサルタント等業務委託 

ア  共通添付書類送付票（測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等用） 

イ  入札参加資格審査確認承諾書／申請書 

ウ  登記事項証明書又は身分証明書 

エ  納税証明書又は完納証明書 

オ  登録を証明する書類 

カ  印鑑（登録）証明書 

キ  使用印鑑届 

ク  委任状兼使用印鑑届 



ケ  ＩＳＯ14001 認証書又はＩＳＯ9000s 認証書 

コ  測量等の実績高確認調書 

サ  財務諸表 

シ  現況報告書副本 

⑶ 物件売買、業務委託及び物品賃貸 

  ア 入札参加資格審査申請書 

  イ 経営の規模及び状況に関する調書 

  ウ 希望業種明細表 

  エ 登記事項証明書又は身分証明書 

  オ 営業届証明書 

  カ 印鑑（登録）証明書 

  キ 使用印鑑届 

  ク 委任状 

  ケ 納税証明書又は完納証明書 

  コ 津市国民健康保険料納付証明書 

  サ 業務経歴書 

  シ 営業用機械器具一覧表 

  ス 会社・技術者等免許・許認可一覧表 

  セ 取扱商品・メーカー等調書 

  ソ 登録業者カード 

３ 申請書類の提出期間・方法及び資格の有効期間 

  申請書類の提出期間・方法及び競争入札への参加資格の有効期間について 

は、次のとおりとする。 

⑴ 定時受付 

ア  工事請負及び測量・建設コンサルタント等業務委託にあっては、平成

２０年１月１５日から同年２月８日までに三重県・市町等による入札参

加資格審査申請の共同受付機関である財団法人三重県建設技術センター

へ郵送方法のみにより提出するものとし、競争入札への参加資格の有効

期間は、平成２０年６月１日から平成２２年５月３１日までとする。 

イ 物件売買、業務委託及び物品賃貸にあっては、平成２０年２月１日か 

ら同月２０日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時３０分

から午後５時までに財務部契約財産課へ持参方法のみにより提出するも

のとし、競争入札への参加資格の有効期間は、平成２０年５月１日から



平成２２年４月３０日までとする。 

⑵ 随時受付 

申請書類の提出については、次表の左欄に掲げる期間においても随時に 

できることとするが、その提出方法については⑴と同様とし、競争入札へ

の参加資格の有効期間については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ右欄に掲げる期間のみとする。 

 

物件売買、業務委託及び物品賃貸 

申 請 書 類 の 提 出 期 間 競争入札への参加資格の有効期間 

平成 20 年 5 月１日～平成 20 年 5 月

9 日 

平成 20 年 6 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 20 年 6 月 2 日～平成 20 年 6 月

6 日 

平成 20 年 7 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 20 年 7 月 1 日～平成 20 年 7 月

7 日 

平成 20 年 8 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 20 年 8 月 1 日～平成 20 年 8 月

7 日 

平成 20 年 9 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 20 年 9 月 1 日～平成 20 年 9 月

5 日 

平成 20 年 10 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 20 年 10 月 1 日～平成 20 年 10

月 7 日 

平成 20 年 11 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 20 年 11 月 4 日～平成 20 年 11

月 10 日 

平成 20 年 12 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 20 年 12 月 1 日～平成 20 年 12

月 5 日 

平成 21 年 1 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 21 年 1 月 5 日～平成 21 年 1 月

9 日 

平成 21 年 2 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 21 年 5 月 1 日～平成 21 年 5 

月 12 日 

平成 21 年 6 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 21 年 6 月 1 日～平成 21 年 6 月

５日 

平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 



平成 21 年 7 月 1 日～平成 21 年 7 月

7 日 

平成 21 年 8 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 21 年 8 月 3 日～平成 21 年 8 月

7 日 

平成 21 年 9 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 21 年 9 月 1 日～平成 21 年 9 月

7 日 

平成 21 年 10 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 21 年 10 月 1 日～平成 21 年 10

月 7 日 

平成 21 年 11 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 21 年 11 月 2 日～平成 21 年 11

月 9 日 

平成 21 年 12 月 1 日～平成 22 年 4 月

30 日 

平成 21 年 12 月 1 日～平成 21 年 12

月 7 日 

平成 22 年 1 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

平成 22 年 1 月 4 日～平成 22 年 1 月

8 日 

平成 22 年 2 月 1 日～平成 22 年 4 月 30

日 

                                    

 

 

 



津市公告第８号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。 

  平成２０年１月１５日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 抑留日  平成２０年１月１０日 

２ 抑留期間 平成２０年１月１７日まで 

番号 捕 獲 し た

場所 

種類 

 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 

 

 

津市 

白塚町 

雑種 黒白 

 

 

オス 中 ９ １ 日

以上 

 

 

 

 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課 

         電話 ０５９－２２９－３２８２ 

      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 

         電話 ０５９－２２３－５１９２ 

 



津市公告第９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可した

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとお

り公告します。 

  平成２０年１月１５日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年１月１１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市栗真小川町字沢４３３－２ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  亀山市小下町１１－５ 

  有限会社白熊 

  代表取締役 谷岡 道信 



津市公告第１０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可した

開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとお

り公告します。 

  平成２０年１月１５日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年１月１１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市栗真小川町字沢４６１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市広瀬町１４５０－１０１ 

  谷岡 アユミ 

   



津市選挙管理委員会告示第１号 

 平成２０年度検察審査員候補者名簿に次の者を登録したので、検察審査会法（昭

和２３年法律第１４７号）第１１条の規定のより告示する。 

  平成２０年１月１５日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

記 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１群 第２群 第３群 第４群

横田 拓士 大池 直子 中山 圭 大野 さか江

池山 都雄 山田 耕一郎 長岡 千春 伊藤 豪

松永 津子 小竹 弥 阿部 淑惠 上田 まさへ

酒井 敏 西村 友伸 藤本 生代 萩原 巧

紀平 有香 河邉 政広 村林 裕子 阪本 昭

澤田 たき子 生川 和子 濵口 桂子 奧田 惠美

池田 明 野田 義和 森 国男 鈴木 愛子

堀内 繁 田中 美紀 山口 直江 鷲野 誠子

倉田 政哉 森本 幸代 鎌田 時春 田中 久美子

奥田 禎子 今井 鈴子 今井 智広 岩田 卓二

岸岡 歌代 内田 洋子 池亀 盛人 西井 幸弘

小堀 幸子 中村 晋也 岸田 淳司 黒川 俊夫

森 政之 寺田 和江 亀井 比登美 堀 麻衣

山本 との 神内 絹代 大滝 廣幸 川口 佳代子

山下 廣幸 細野 良太 下田 やす子 中西 直哉

柴田 純 野田 輝喜 水橋 進 田中 勝久

江西 奈良美 玉木 登志江 山口 依重 山納 俊二

西 正司 角 賢治 青木 清子 森田 真理子

川 勝次 伊藤 広子 別府 克司 江口 裕造

工藤 郁子 桑原 貢 宮本 雅司 青木 孝子

小林 生博 堀部 孝浩 山内 裕司 杉野 善次

小林 和弘 岡 丈 西口 清作 樋 勝彦

吉田 道弘 上田 美保子 杉野 一男 松田 里美

長谷川 直美 松田 由佳 加藤 十美子 田間 稔

細谷 恵子 三浦 浩二 前橋 節子 飯田 宗一

菊永 房子 南出 章 田中 希彦 河口 美智子

濱口 由佳 荒木 正信 杉山 由佳 伊藤 三和子

井村 とう子 野呂 和也 大川 富美子 青木 文子

坂本 勉 竹田 悦子 浦川 正明 青木 壽子

不殿 始男 佐野 法子 中野 洋子 田中 征宏

西山 司郎 稲森 敬太 日間賀 京子 藤川 和賀

牛田 みずほ 中澤 美 川村 智子 藤岡 崇志

安藤 朱希子 前川 麗子 神邊 結花 田中 伸子

坂山 桂子 今西 隼夫 中島 美好 長谷川 幸一

吉川 順子 倉田 美壽江 平岡 篤紀 北畠 健吾

西川 直文 滝沢 克巳 岡田 充代 土田 功佐子

福永 盛彬 元岡 寛 橋本 みね子 脇田 幸子

戸 男 前川 美江




